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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、
　Ｃ：０．０５０％～０．３５％、
　Ｓｉ：０．５０％～３．０％、
　Ｍｎ：３．０％を超えて７．５％以下、
　Ｐ：０．０５％以下、
　Ｓ：０．０１％以下、
　ｓｏｌ．Ａｌ：０．００１％～３．０％、
　Ｎ：０．０１％以下、
　Ｖ：０％～１．０％、
　Ｔｉ：０％～１．０％、
　Ｎｂ：０％～１．０％、
　Ｃｒ：０％～１．０％、
　Ｍｏ：０％～１．０％、
　Ｃｕ：０％～１．０％、
　Ｎｉ：０％～１．０％、
　Ｃａ：０％～０．０１％、
　Ｍｇ：０％～０．０１％、
　ＲＥＭ：０％～０．０１％、
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　Ｚｒ：０％～０．０１％、
　Ｂ：０％～０．０１％、
　Ｂｉ：０％～０．０１％、かつ
　残部：Ｆｅおよび不純物、
　で表わされる化学組成を有し、
　脱炭フェライト層の厚さが５μｍ以下であり、残留オーステナイトの体積率が１０％～
４０％であって、セメンタイトの個数密度が２個／μｍ2未満である金属組織を有し、
　引張強度が９８０ＭＰａ以上であることを特徴とする鋼材。
【請求項２】
　前記化学組成において、
　Ｖ：０．０５％～１．０％
　が満たされることを特徴とする請求項１に記載の鋼材。
【請求項３】
　前記化学組成において、
　Ｔｉ：０．００３％～１．０％、
　Ｎｂ：０．００３％～１．０％、
　Ｃｒ：０．０１％～１．０％、
　Ｍｏ：０．０１％～１．０％、
　Ｃｕ：０．０１％～１．０％、もしくは
　Ｎｉ：０．０１％～１．０％、
　又はこれらの任意の組み合わせが満たされることを特徴とする請求項１又は２に記載の
鋼材。
【請求項４】
　前記化学組成において、
　Ｃａ：０．０００３％～０．０１％、
　Ｍｇ：０．０００３％～０．０１％、
　ＲＥＭ：０．０００３％～０．０１％、
　Ｚｒ：０．０００３％～０．０１％、
　Ｂ：０．０００３％～０．０１％、もしくは
　Ｂｉ：０．０００３％～０．０１％、
　又はこれらの任意の組み合わせが満たされることを特徴とする請求項１から３のいずれ
か１項に記載の鋼材。
【請求項５】
　前記残留オーステナイト中の平均Ｃ濃度が、質量％で、０．６０％以下であることを特
徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の鋼材。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか１項に記載の鋼材の製造方法であって、
　質量％で、
　Ｃ：０．０５０％～０．３５％、
　Ｓｉ：０．５０％～３．０％、
　Ｍｎ：３．０％を超えて７．５％以下、
　Ｐ：０．０５％以下、
　Ｓ：０．０１％以下、
　ｓｏｌ．Ａｌ：０．００１％～３．０％、
　Ｎ：０．０１％以下、
　Ｖ：０％～１．０％、
　Ｔｉ：０％～１．０％、
　Ｎｂ：０％～１．０％、
　Ｃｒ：０％～１．０％、
　Ｍｏ：０％～１．０％、
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　Ｃｕ：０％～１．０％、
　Ｎｉ：０％～１．０％、
　Ｃａ：０％～０．０１％、
　Ｍｇ：０％～０．０１％、
　ＲＥＭ：０％～０．０１％、
　Ｚｒ：０％～０．０１％、
　Ｂ：０％～０．０１％、
　Ｂｉ：０％～０．０１％、かつ
　残部：Ｆｅおよび不純物、
　で表される化学組成を有し、ベイナイトおよびマルテンサイトの体積率が合計で９０％
以上であり、かつ、ベイナイトおよびマルテンサイトのアスペクト比の平均値が１．５以
上である金属組織を有する鋼素材を、５００℃から６７０℃までの間の平均加熱速度が１
℃／ｓ～５℃／ｓとなるように６７０℃以上の温度まで加熱する工程と、
　前記加熱した後に、６７０℃～７８０℃の温度域で６０ｓ～１２００ｓ保持する工程と
、
　前記保持した後に、前記温度域から１５０℃までの間の平均冷却速度が５℃／ｓ～５０
０℃／ｓとなるように１５０℃以下の温度まで冷却する工程とを備えることを特徴とする
鋼材の製造方法。
【請求項７】
　前記化学組成において、
　Ｖ：０．０５％～１．０％
　が満たされ、
　前記鋼素材中に含まれるＶのうちの７０％以上が固溶していることを特徴とする請求項
６に記載の鋼材の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鋼材およびその製造方法に係り、特に、引張強度が９８０ＭＰａ以上であり
、優れた延性と衝撃特性とを有する鋼材およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、地球環境を保護する観点から、省エネルギー化に寄与する鋼材の開発が求められ
ている。自動車用鋼材、油井管用鋼材および建築構造用鋼材等の分野においては、軽量か
つ過酷な使用環境へ適用可能な超高強度鋼材の需要が高まり、その適用範囲が広まってい
る。その結果、これらの分野に使用する超高強度鋼材においては、強度特性だけでなく、
使用環境における安全性を確保することが重要になっている。具体的には、鋼材の延性を
高めることによって、外的な塑性変形に対する許容度を上げることが重要になっている。
【０００３】
　例えば、自動車が構造体に衝突した場合、その衝撃を車両の対衝突用部材で十分に緩和
するためには、鋼材の引張強度が９８０ＭＰａ以上で、かつ、引張強度（ＴＳ）と全伸び
（ＥＬ）との積の値（ＴＳ×ＥＬ）が１６０００ＭＰａ・％以上となることが望まれる。
しかし、引張強度の上昇に伴って延性は著しく低下するため、前記特性を満足し、工業的
に量産できる超高強度鋼材はこれまで皆無であった。そこで、超高強度鋼材の延性を改善
するために、様々な研究開発がなされ、それを実現する組織制御方法が提案されてきた（
特許文献１～４参照）。
【０００４】
　しかしながら、従来の技術では、９８０ＭＰａ以上の引張強度を確保しながら十分な延
性および衝撃特性を得ることができない。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００５】
【特許文献１】特開２００４－２６９９２０号公報
【特許文献２】特開２０１０－９０４７５号公報
【特許文献３】特開２００３－１３８３４５号公報
【特許文献４】特開２０１４－２５０９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、９８０ＭＰａ以上の引張強度を有しながら、優れた延性と衝撃特性とを有す
る鋼材およびその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、前記課題を解決するために鋭意検討を行った。その結果、以下の知見を
得るに至った。
【０００８】
　鋼素材をフェライトとオーステナイトとの二相域まで加熱すると、表面が脱炭されるこ
とにより軟質なフェライト相からなる組織（以下、「脱炭フェライト層」という。）が形
成される。そして、脱炭が顕著になると鋼材の表面に脱炭フェライト層が厚く形成される
。
【０００９】
　脱炭フェライト層の厚さが５μｍ以上になると、粗大なフェライトが生成されるように
なり、結果的に、延性および衝撃特性の劣化が生じるおそれがある。
【００１０】
　そこで、高強度な鋼材を製造するために、特にＳｉおよびＭｎを通常より積極的に含有
させた鋼素材に対して、適切な熱処理を施し、表面における脱炭を抑制するようにした。
これによって、従来の技術では製造することができなかった、９８０ＭＰａ以上の引張強
度を有しながら、優れた延性と衝撃特性とを有する鋼材を安定して得られることが明らか
となった。
【００１１】
　本発明は、上記の知見を基礎としてなされたものであり、下記の鋼材およびその製造方
法を要旨とする。
【００１２】
　（１）質量％で、
　Ｃ：０．０５０％～０．３５％、
　Ｓｉ：０．５０％～３．０％、
　Ｍｎ：３．０％を超えて７．５％以下、
　Ｐ：０．０５％以下、
　Ｓ：０．０１％以下、
　ｓｏｌ．Ａｌ：０．００１％～３．０％、
　Ｎ：０．０１％以下、
　Ｖ：０％～１．０％、
　Ｔｉ：０％～１．０％、
　Ｎｂ：０％～１．０％、
　Ｃｒ：０％～１．０％、
　Ｍｏ：０％～１．０％、
　Ｃｕ：０％～１．０％、
　Ｎｉ：０％～１．０％、
　Ｃａ：０％～０．０１％、
　Ｍｇ：０％～０．０１％、
　ＲＥＭ：０％～０．０１％、
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　Ｚｒ：０％～０．０１％、
　Ｂ：０％～０．０１％、
　Ｂｉ：０％～０．０１％、かつ
　残部：Ｆｅおよび不純物、
　で表わされる化学組成を有し、
　脱炭フェライト層の厚さが５μｍ以下であり、残留オーステナイトの体積率が１０％～
４０％であって、セメンタイトの個数密度が２個／μｍ2未満である金属組織を有し、
　引張強度が９８０ＭＰａ以上であることを特徴とする鋼材。
【００１４】
　（２）前記化学組成において、
　Ｖ：０．０５％～１．０％
　が満たされることを特徴とする上記（１）に記載の鋼材。
【００１５】
　（３）前記化学組成において、
　Ｔｉ：０．００３％～１．０％、
　Ｎｂ：０．００３％～１．０％、
　Ｃｒ：０．０１％～１．０％、
　Ｍｏ：０．０１％～１．０％、
　Ｃｕ：０．０１％～１．０％、もしくは
　Ｎｉ：０．０１％～１．０％、
　又はこれらの任意の組み合わせが満たされることを特徴とする上記（１）又は（２）に
記載の鋼材。
【００１６】
　（４）前記化学組成において、
　Ｃａ：０．０００３％～０．０１％、
　Ｍｇ：０．０００３％～０．０１％、
　ＲＥＭ：０．０００３％～０．０１％、
　Ｚｒ：０．０００３％～０．０１％、
　Ｂ：０．０００３％～０．０１％、もしくは
　Ｂｉ：０．０００３％～０．０１％、
　又はこれらの任意の組み合わせが満たされることを特徴とする上記（１）から（３）の
いずれかに記載の鋼材。
【００１７】
　（５）前記残留オーステナイト中の平均Ｃ濃度が、質量％で、０．６０％以下であるこ
とを特徴とする上記（１）から（４）のいずれかに記載の鋼材。
【００１８】
　（６）上記（１）から（５）のいずれかに記載の鋼材の製造方法であって、
　質量％で、
　Ｃ：０．０５０％～０．３５％、
　Ｓｉ：０．５０％～３．０％、
　Ｍｎ：３．０％を超えて７．５％以下、
　Ｐ：０．０５％以下、
　Ｓ：０．０１％以下、
　ｓｏｌ．Ａｌ：０．００１％～３．０％、
　Ｎ：０．０１％以下、
　Ｖ：０％～１．０％、
　Ｔｉ：０％～１．０％、
　Ｎｂ：０％～１．０％、
　Ｃｒ：０％～１．０％、
　Ｍｏ：０％～１．０％、
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　Ｃｕ：０％～１．０％、
　Ｎｉ：０％～１．０％、
　Ｃａ：０％～０．０１％、
　Ｍｇ：０％～０．０１％、
　ＲＥＭ：０％～０．０１％、
　Ｚｒ：０％～０．０１％、
　Ｂ：０％～０．０１％、
　Ｂｉ：０％～０．０１％、かつ
　残部：Ｆｅおよび不純物、
　で表される化学組成を有し、ベイナイトおよびマルテンサイトの体積率が合計で９０％
以上であり、かつ、ベイナイトおよびマルテンサイトのアスペクト比の平均値が１．５以
上である金属組織を有する鋼素材を、５００℃から６７０℃までの間の平均加熱速度が１
℃／ｓ～５℃／ｓとなるように６７０℃以上の温度まで加熱する工程と、
　前記加熱した後に、６７０℃～７８０℃の温度域で６０ｓ～１２００ｓ保持する工程と
、
　前記保持した後に、前記温度域から１５０℃までの間の平均冷却速度が５℃／ｓ～５０
０℃／ｓとなるように１５０℃以下の温度まで冷却する工程とを備えることを特徴とする
鋼材の製造方法。
【００１９】
　（７）前記化学組成において、
　Ｖ：０．０５％～１．０％
　が満たされ、
　前記鋼素材中に含まれるＶのうちの７０％以上が固溶していることを特徴とする上記（
６）に記載の鋼材の製造方法。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、化学組成及び金属組成が適切であるため、引張強度が９８０ＭＰａ以
上の引張強度と、優れた延性および衝撃特性とを得ることができる。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　１．化学組成
　まず、本発明の実施形態に係る鋼材およびその製造に用いる鋼素材の化学組成について
説明する。以下の説明において、鋼材およびその製造に用いられる鋼板に含まれる各元素
の含有量の単位である「％」は、特に断りがない限り「質量％」を意味する。本実施形態
に係る鋼材およびその製造に用いられる鋼素材は、Ｃ：０．０５０％～０．３５％、Ｓｉ
：０．５０％～３．０％、Ｍｎ：３．０％を超えて７．５％以下、Ｐ：０．０５％以下、
Ｓ：０．０１％以下、ｓｏｌ．Ａｌ：０．００１％～３．０％、Ｎ：０．０１％以下、Ｖ
：０％～１．０％、Ｔｉ：０％～１．０％、Ｎｂ：０％～１．０％、Ｃｒ：０％～１．０
％、Ｍｏ：０％～１．０％、Ｃｕ：０％～１．０％、Ｎｉ：０％～１．０％、Ｃａ：０％
～０．０１％、Ｍｇ：０％～０．０１％、ＲＥＭ：０％～０．０１％、Ｚｒ：０％～０．
０１％、Ｂ：０％～０．０１％、Ｂｉ：０％～０．０１％、かつ残部：Ｆｅおよび不純物
で表される化学組成を有する。不純物としては、鉱石、スクラップ等の原材料に含まれる
もの、製造工程において含まれるもの、が例示される。
【００２２】
　Ｃ：０．０５０％～０．３５％
　Ｃは、強度上昇および延性向上に寄与する元素である。９８０ＭＰａ以上の引張強度を
有し、さらに引張強度（ＴＳ）と全伸び（ＥＬ）との積（ＴＳ×ＥＬ）の値が１６０００
ＭＰａ・％以上の鋼材を得るためには、Ｃ含有量を０．０５０％以上とする必要がある。
しかし、０．３５％を超えてＣを含有させると、衝撃特性が劣化する。このため、Ｃ含有
量は０．３５％以下とする必要があり、０．２５％以下とするのが好ましい。なお、１０
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００ＭＰａ以上の引張強度を得るためには、Ｃ含有量は０．０８０％以上とすることが好
ましい。
【００２３】
　Ｓｉ：０．５０％～３．０％
　Ｓｉは、強度上昇とともに、オーステナイトの生成を促進させ、延性向上に寄与する元
素である。積（ＴＳ×ＥＬ）の値を１６０００ＭＰａ・％以上にするためには、Ｓｉ含有
量を０．５０％以上とする必要がある。しかし、３．０％を超えてＳｉを含有させると、
衝撃特性が劣化する。このため、Ｓｉ含有量は３．０％以下とする。なお、溶接性を向上
させるためには、Ｓｉ含有量は１．０％以上とすることが好ましい。
【００２４】
　Ｍｎ：３．０％を超えて７．５％以下
　ＭｎもＳｉと同様に、強度上昇とともに、オーステナイトの生成を促進させ、延性向上
に寄与する元素である。鋼材の引張強度を９８０ＭＰａ以上とするとともに、積（ＴＳ×
ＥＬ）の値を１６０００ＭＰａ・％以上にするためには、３．０％を超えてＭｎを含有さ
せる必要がある。しかし、７．５％を超えてＭｎを含有させると、転炉における精錬、鋳
造が著しく困難になる。このため、Ｍｎ含有量は７．５％以下とする必要があり、６．５
％以下とするのが好ましい。なお、１０００ＭＰａ以上の引張強度を得るためには、Ｍｎ
含有量は４．０％以上とすることが好ましい。
【００２５】
　Ｐ：０．０５％以下
　Ｐは、不純物として含有される元素であるが、強度上昇に寄与する元素でもあるので、
積極的に含有させても良い。しかし、０．０５％を超えてＰを含有させると、溶接性が著
しく劣化する。このため、Ｐ含有量は０．０５％以下とする。Ｐ含有量は、０．０２％以
下とするのが好ましい。上記の効果を得たい場合、Ｐ含有量は、０．００５％以上とする
のが好ましい。
【００２６】
　Ｓ：０．０１％以下
　Ｓは、不純物として不可避的に含有されるため、Ｓ含有量は低ければ低いほどよい。特
にＳ含有量が０．０１％を超えると、溶接性が著しく劣化する。このため、Ｓ含有量は０
．０１％以下とする。Ｓ含有量は０．００５％以下とするのが好ましく、０．００１５％
以下とするのがより好ましい。
【００２７】
　ｓｏｌ．Ａｌ：０．００１％～３．０％
　Ａｌは、鋼を脱酸する作用を有する元素である。鋼材を健全化するためには、ｓｏｌ．
Ａｌは０．００１％以上含有させる。一方、ｓｏｌ．Ａｌ含有量が３．０％を超えると、
鋳造が著しく困難になる。このため、ｓｏｌ．Ａｌ含有量は３．０％以下とする。ｓｏｌ
．Ａｌ含有量は０．０１０％以上であるのが好ましく、１．２％以下であるのが好ましい
。なお、ｓｏｌ．Ａｌ含有量とは、鋼材中の酸可溶性Ａｌの含有量を意味する。
【００２８】
　Ｎ：０．０１％以下
　Ｎは不純物として不可避的に含有されるため、Ｎ含有量は低ければ低いほどよい。特に
Ｎ含有量が０．０１％を超えると、耐時効性が著しく劣化する。このため、Ｎ含有量は０
．０１％以下とする。Ｎ含有量は０．００６％以下であるのが好ましく、０．００４％以
下であるのがより好ましい。
【００２９】
　Ｖ、Ｔｉ、Ｎｂ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｎｉ、Ｃａ、Ｍｇ、ＲＥＭ、Ｚｒ、およびＢｉは、必須
元素ではなく、本実施形態に係る鋼材およびその製造に用いられる鋼素材に所定量を限度
に適宜含有されていてもよい任意元素である。
【００３０】
　Ｖ：０％～１．０％
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　Ｖは、鋼材の降伏強度を著しく高めるとともに、脱炭を防止する元素である。したがっ
て、Ｖを含有させても良い。しかし、１．０％を超えてＶを含有させると、熱間加工が著
しく困難になる。このため、Ｖ含有量は１．０％以下とする。また、鋼材の降伏強度を９
００ＭＰａ以上にするためには、Ｖを０．０５％以上含有させることが好ましい。なお、
１１００ＭＰａ以上の引張強度を得たい場合は、Ｖ含有量は０．１５％以上とすることが
さらに好ましい。また、鋼素材にＶが含まれていると、鋼素材中において、ベイナイトお
よびマルテンサイトのアスペクト比の平均値を１．５以上に調整しやすくなる。
【００３１】
　Ｔｉ：０％～１．０％
　Ｎｂ：０％～１．０％
　Ｃｒ：０％～１．０％
　Ｍｏ：０％～１．０％
　Ｃｕ：０％～１．０％
　Ｎｉ：０％～１．０％
　これらの元素は、鋼材の強度を安定して確保するために効果のある元素である。したが
って、上記の元素から選択される１種以上を含有させても良い。しかし、いずれも１．０
％を超えて含有させると、熱間加工が困難になる。このため、各元素の含有量はそれぞれ
１％以下とする必要がある。前記の効果を得たい場合は、Ｔｉ：０．００３％以上、Ｎｂ
：０．００３％以上、Ｃｒ：０．０１％以上、Ｍｏ：０．０１％以上、Ｃｕ：０．０１％
以上、もしくはＮｉ：０．０１％以上、又はこれらの任意の組合せが満たされることが好
ましい。なお、上記の元素のうちの２種以上を複合的に含有させる場合、その合計含有量
は３％以下とすることが好ましい。
【００３２】
　Ｃａ：０％～０．０１％
　Ｍｇ：０％～０．０１％
　ＲＥＭ：０％～０．０１％
　Ｚｒ：０％～０．０１％
　Ｂ：０％～０．０１％
　Ｂｉ：０％～０．０１％
　これらの元素は、低温靭性を高める作用を有する元素である。したがって、上記の元素
から選択される１種以上を含有させても良い。しかし、いずれも０．０１％を超えて含有
させると、表面性状が劣化する。このため、各元素の含有量はそれぞれ０．０１％以下と
する必要がある。前記の効果を得たい場合は、これらの元素から選択される１種以上の含
有量を０．０００３％以上とすることが好ましい。なお、上記の元素のうちの２種以上を
複合的に含有させる場合、その合計含有量は０．０５％以下とすることが好ましい。ここ
で、ＲＥＭは、Ｓｃ、Ｙおよびランタノイドの合計１７元素を指し、前記ＲＥＭの含有量
はこれらの元素の合計含有量を意味する。ランタノイドの場合、工業的にはミッシュメタ
ルの形で添加される。
【００３３】
　２．金属組織
　脱炭フェライト層の厚さ：５μｍ以下
　上述のように、脱炭フェライト層とは、熱処理中に鋼材の表面が脱炭されることにより
形成される、軟質なフェライト相からなる組織である。また、脱炭フェライト層は、柱状
または多角形状を呈するフェライト相を面積率で９０％以上含む組織である。９８０ＭＰ
ａ以上という高い引張強度を有しつつも、優れた衝撃特性を維持するためには、表層部に
おける脱炭を抑制する必要がある。脱炭フェライト層の厚さが５μｍを超えると、鋼材の
疲労特性だけでなく、衝撃特性も低下するため、脱炭フェライト層の厚さは５μｍ以下と
する。
【００３４】
　残留オーステナイトの体積率：１０％～４０％
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　本発明の実施形態に係る鋼材においては、９８０ＭＰａ以上の引張強度を有しながら、
鋼材の延性を著しく向上させるため、残留オーステナイトの体積率を１０％以上とする必
要がある。一方、残留オーステナイトの体積率が４０％を超えると、耐遅れ破壊特性が劣
化する。このため、残留オーステナイトの体積率は４０％以下とする。
【００３５】
　セメンタイトの個数密度：２個／μｍ２未満
　本発明の実施形態に係る鋼材においては、衝撃特性を著しく向上させるため、セメンタ
イトの個数密度を２個／μｍ２未満とすることが好ましい。なお、セメンタイトの個数密
度は小さい方が良いため、下限については特に設けない。
【００３６】
　残留オーステナイト中の平均Ｃ濃度：０．６０％以下
　また、残留オーステナイト中の平均Ｃ濃度を、質量％で、０．６０％以下にすると、Ｔ
ＲＩＰ現象に伴い生成するマルテンサイトが軟質になり、マイクロクラックの発生が抑制
され、鋼材の衝撃特性が著しく向上する。そのため、残留オーステナイト中の平均Ｃ濃度
は、質量％で、０．６０％以下とするのが好ましい。残留オーステナイト中の平均Ｃ濃度
は、低ければ低い方が好ましいため下限は特に設けない。
【００３７】
　３．機械的性質
　本発明の実施形態に係る鋼材は、９８０ＭＰａ以上の引張強度を有する。鋼材の引張強
度は、１０００ＭＰａ以上であることが好ましい。また、本発明の実施形態に係る鋼材に
よれば、優れた延性と衝撃特性とを得ることができる。例えば、引張強度と全伸びとの積
の値が１６０００ＭＰａ・％以上の延性を得ることができる。例えば、０℃でのシャルピ
ー試験の衝撃値が３０Ｊ／ｃｍ２以上の衝撃特性を得ることができる。さらに鋼材にＶが
含まれている場合には、例えば降伏強度が９００ＭＰａ以上の０．２％耐力（降伏強度）
を得ることができる。
【００３８】
　４．製造方法
　本発明に係る鋼材の製造方法について特に制限はないが、例えば、上記の化学組成を有
する鋼素材に対して以下に示す熱処理を施すことにより製造することができる。
【００３９】
　４－１　鋼素材
　熱処理に供する鋼素材としては、例えばベイナイトおよびマルテンサイトの体積率が合
計で９０％以上であり、かつ、ベイナイトおよびマルテンサイトのアスペクト比の平均値
が１．５以上である金属組織を有するものを用いる。また、ベイナイトおよびマルテンサ
イトの体積率は合計で９５％以上であることが好ましい。さらに、鋼素材のＶ含有量が０
．０５％～１．０％である場合には、鋼素材中に含まれるＶのうちの７０％以上が固溶し
ていることが好ましい。
【００４０】
　鋼素材中のベイナイトおよびマルテンサイトの体積率が合計で９０％未満の場合、鋼材
の引張強度を９８０ＭＰａ以上とすることが困難となる。さらには、残留オーステナイト
の体積率が低くなり延性が劣化するおそれがある。また、ベイナイトおよびマルテンサイ
トのアスペクト比が大きくなると、セメンタイトが鋼板表面に対して平行に析出し、脱炭
が遮蔽されるようになる。ベイナイトおよびマルテンサイトのアスペクト比の平均値が１
．５未満では、脱炭の遮蔽が不十分となり、脱炭フェライト層が生成するようになる。ま
た、ベイナイトおよびマルテンサイトのアスペクト比の平均値が１．５未満の場合には、
セメンタイトの核生成が促進され、セメンタイトが微細分散するため、個数密度が高くな
る。なお、アスペクト比は、ベイナイトおよびマルテンサイトの旧オーステナイト粒に対
して、圧延方向に垂直な断面（以下、Ｌ断面）から観察した際の各粒の長径を短径で除し
た値である。また、観察面における全ての粒について求めたアスペクト比の平均値を採用
することとする。
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【００４１】
　また、鋼中に含まれるＶのうち固溶しているＶが７０％未満では、熱処理後において、
所望の降伏強度が得られない。さらに、熱処理中のオーステナイト成長が遅れるため、残
留オーステナイトの体積率が低くなる可能性がある。したがって、鋼素材中に含まれるＶ
のうちの７０％以上が固溶していることが好ましい。Ｖの固溶量は、例えば、鋼素材を電
解抽出した後、残渣をＩＣＰ－ＯＥＳ（Inductively Coupled Plasma Optical Emission 
Spectrometry）を用いて分析することにより、測定することができる。
【００４２】
　上記の鋼素材は、例えば、比較的低温の熱間圧延によって製造することができる。具体
的には、仕上げ温度が８００℃以下かつ最終パスの圧下率が１０％以上となるように熱間
圧延し、仕上げ圧延終了後３ｓ以内に２０℃／ｓ以上の平均冷却速度で６００℃以下の温
度まで急冷する。このような比較的低温の熱間圧延は、通常、未再結晶粒が生成するため
、避けられている。また、鋼素材がＶを０．０５％以上含有する場合には、仕上げ温度が
９５０℃以下かつ最終パスの圧下率が１０％以上となるように熱間圧延し、仕上げ圧延の
終了後３ｓ以内に２０℃／ｓ以上の平均冷却速度で６００℃以下の温度まで急冷する。特
にＶを含む場合には、ベイナイトおよびマルテンサイトのアスペクト比の平均値を１．５
以上になりやすくなる。また、ベイナイトおよびマルテンサイトのアスペクト比の平均値
が１．５以上の鋼組織であれば、その鋼素材を焼戻しても良い。
【００４３】
　４－２　熱処理
　上述のように、本発明に係る鋼材は、上記鋼素材に対して下記処理を施すことによって
製造することが可能である。各ステップについて、以下に詳しく説明する。
【００４４】
　ａ）加熱ステップ
　まず、上記の鋼素材を５００℃から６７０℃までの間の平均加熱速度が１℃／ｓ～５℃
／ｓとなるように６７０℃以上の温度まで加熱する。セメンタイトは熱処理中の脱炭を抑
制する作用を有するが、粗大なセメンタイトが鋼材に残存すると、衝撃特性が著しく劣化
する。したがって、セメンタイトの粒径、および析出反応を制御しやすい５００℃から６
７０℃までの間の温度制御は極めて重要である。
【００４５】
　平均加熱速度が１℃／ｓ未満では、セメンタイトが粗大になり、脱炭は抑制される。と
ころが、粗大なセメンタイトが熱処理後の鋼材に残存し、衝撃特性が劣化する。さらには
、オーステナイトの生成が不十分となり、延性が劣化するおそれがある。一方、平均加熱
速度が５℃／ｓを超えると、熱処理中にセメンタイトが容易に溶解し、熱処理中の脱炭反
応を抑制できなくなる。
【００４６】
　なお、５００℃までの加熱に際しては、平均加熱速度を０．２℃／ｓ～５００℃／ｓと
することが好ましい。平均加熱速度が０．２℃／ｓより低いと、生産性が低下する。一方
、平均加熱速度が５００℃／ｓを超えると、オーバーシュート等によって、５００℃から
６７０℃までの間の温度制御が困難となるおそれがある。
【００４７】
　ｂ）保持ステップ
　上記の加熱後、６７０℃～７８０℃の温度域で６０ｓ～１２００ｓ保持する。保持温度
が６７０℃未満では、延性が劣化するだけでなく、鋼材の引張強度を９８０ＭＰａ以上と
することが困難となるおそれがある。一方、保持温度が７８０℃を超えると、鋼材の残留
オーステナイトの体積率を１０％以上とすることができず、延性の劣化が顕著になるおそ
れがある。
【００４８】
　また、保持時間が６０ｓ未満では、生成する組織と引張強度とが安定しないため、９８
０ＭＰａ以上の引張強度を確保することが困難となるおそれがある。一方、保持時間が１
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ライト層が生成しやすくなる。保持時間は１２０ｓ以上であることが好ましく、９００ｓ
以下であることが好ましい。
【００４９】
　ｃ）冷却ステップ
　上述した加熱保持の後、前記温度域から１５０℃までの間の平均冷却速度が５℃／ｓ～
５００℃／ｓとなるように１５０℃以下の温度まで冷却する。平均冷却速度が５℃／ｓ未
満では、軟質なフェライトおよびパーライトが過度に生成し、鋼材の引張強度を９８０Ｍ
Ｐａ以上とすることが困難となるおそれがある。一方、平均冷却速度が５００℃／ｓを超
えると、焼割れが発生しやすくなる。
【００５０】
　平均冷却速度は８℃／ｓ以上であることが好ましく、１００℃／ｓ以下であることが好
ましい。１５０℃までの平均冷却速度を５℃／ｓ～５００℃／ｓとすれば、１５０℃以下
における冷却速度は、上記範囲と同じでも良く、異なっていても良い。
【００５１】
　また、冷却中の３５０℃から１５０℃までの温度域において、Ｃはオーステナイトに偏
在しやすくなる。したがって鋼材の残留オーステナイト中の平均Ｃ濃度を０．６０％以下
とするためには、上記温度域における滞在時間が４０ｓ以下となるよう冷却するのが好ま
しい。
【００５２】
　以下、実施例によって本発明をより具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限
定されるものではない。
【実施例】
【００５３】
　表１に示す化学組成と表２に示す金属組織とを有する鋼素材を、表３に示す条件で熱処
理に供した。
【００５４】
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【表１】

【００５５】
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【表２】

【００５６】
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【表３】

【００５７】
　使用した鋼素材は、実験室にて溶製したスラブを表２に示す条件で熱間加工して製造し
た。この鋼素材を、厚さ１．６ｍｍ、幅１００ｍｍ、長さ２００ｍｍの寸法に切断し、表
３の条件に従って加熱、保持および冷却した。熱電対を鋼素材表面に貼付し、熱処理中の
温度測定を行った。表３に示した平均加熱速度は５００℃から６７０℃までの間における
値であり、保持時間は保持温度に到達した後、その温度で保持した時間である。また、平
均冷却速度は保持温度から１５０℃までの間における値であり、滞在時間は、冷却中の３
５０℃から１５０℃までの温度域における滞在時間である。
【００５８】
　熱処理前の鋼素材の金属組織、熱処理で得られた鋼材の金属組織および機械的性質につ
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いて、以下に説明するように、金属組織観察、Ｘ線回折測定、引張試験、およびシャルピ
ー衝撃試験により調査した。
【００５９】
　＜鋼素材の金属組織＞
　鋼素材のＬ断面を電子顕微鏡で観察および撮影し、合計０．０４ｍｍ２の領域を解析す
ることによって、ベイナイトおよびマルテンサイトの面積率およびアスペクト比を測定し
た。そして、鋼素材の組織は等方的であるため、上記面積率の値をベイナイトおよびマル
テンサイトの体積率とした。なお、アスペクト比は、ベイナイトおよびマルテンサイトの
旧オーステナイト粒に対して、各粒の長径を短径で除することによって求め、その平均値
を算出した。
【００６０】
　観察位置は、中心偏析部を避け、板厚の約１／４の位置（１／４ｔの位置）とした。中
心偏析部を避ける理由は以下の通りである。中心偏析部は、鋼材の代表的な金属組織に対
して、局所的に異なる金属組織を有する場合がある。しかしながら、中心偏析部は、板厚
全体に対して微小な領域であり、鋼材の特性にはほとんど影響を及ぼさない。すなわち、
中心偏析部の金属組織は、鋼材の金属組織を代表しているといえない。そのため、金属組
織の同定においては、中心偏析部を避けることが好ましい。
【００６１】
　＜鋼素材の固溶Ｖ量＞
　鋼素材を電解抽出した後、残渣をＩＣＰ－ＯＥＳ（Inductively Coupled Plasma Optic
al Emission Spectrometry）を用いて分析することにより、当該鋼素材中に固溶していた
Ｖの量を測定した。
【００６２】
　＜鋼材の金属組織＞
　各鋼材から幅２０ｍｍ、長さ２０ｍｍの試験片を採取し、この試験片に化学研磨を施し
て０．４ｍｍ減厚し、化学研磨後の試験片の表面に対してＸ線回折を３回実施した。得ら
れたプロファイルを解析し、それぞれを平均して残留オーステナイトの体積率を算出した
。
【００６３】
　＜残留オーステナイト中の平均Ｃ濃度＞
　Ｘ線回折で得られたプロファイルを解析し、オーステナイトの格子定数を算出し、下式
に基づき、残留オーステナイト中の平均Ｃ濃度を決定した。
　　ｃ＝（ａ－３．５７２）／０．０３３
　ただし、上記式中の各記号の意味は以下のとおりである。
　ａ：オーステナイトの格子定数（Å）
　ｃ：残留オーステナイト中の平均Ｃ濃度（質量％）
【００６４】
　＜脱炭フェライト層の厚さ＞
　鋼材のＬ断面を電子顕微鏡で観察、撮影し、鋼板表面の１ｍｍ領域を解析することによ
って、脱炭フェライト層の厚さを測定した。
【００６５】
　＜セメンタイトの個数密度＞
　セメンタイトの個数密度については、合計２５００μｍ２の領域を解析することによっ
て、セメンタイトの個数密度を測定した。
【００６６】
　＜引張試験＞
　各鋼材から厚さ１．６ｍｍのＪＩＳ５号引張試験片を採取し、ＪＩＳ　Ｚ　２２４１（
２０１１）に準じて引張試験を行い、ＴＳ（引張強度）、ＹＳ（降伏強度、０．２％耐力
）およびＥＬ（全伸び）を測定した。また、このＴＳとＥＬとからＴＳ×ＥＬの値を計算
した。
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【００６７】
　＜衝撃特性＞
　各鋼材の表裏面を、厚さが１．２ｍｍとなるように研削し、Ｖノッチ試験片を作製した
。その試験片を４枚積層してねじ止めした後、ＪＩＳ　Ｚ　２２４２（２００５）に準じ
てシャルピー衝撃試験に供した。衝撃特性は、０℃での衝撃値が３０Ｊ／ｃｍ２以上であ
る場合を良好（○）とし、３０Ｊ／ｃｍ２未満である場合を不良（×）とした。
【００６８】
　鋼素材の金属組織観察の結果を表２に、Ｘ線回折測定、引張試験およびシャルピー衝撃
試験の結果を表４にまとめて示す。
【００６９】
【表４】

【００７０】
　表２～４に示すように、比較例である試験番号２、４、９、３４および４４は、鋼素材
のベイナイトおよびマルテンサイトのアスペクト比が１．５未満であったため、脱炭フェ
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９は、平均冷却速度が低かったため、バーライトが過剰に生成し、９８０ＭＰａ以上の引
張強度が得られなかった。試験番号３は、熱処理における平均加熱速度が高かったことに
起因して、脱炭フェライト層の厚さが５μｍ以上となり、その結果、衝撃特性が悪かった
。
【００７１】
　試験番号１１は、Ｓｉ含有量が規定の範囲より高いため、衝撃特性が劣った。試験番号
１４は、Ｃ含有量が規定の範囲より高いため、衝撃特性が劣った。試験番号１３および３
２は、熱処理における保持温度が高かったため、残留オーステナイトの体積率が低くなり
、その結果、延性が悪かった。試験番号１７は、熱処理における保持時間が長かったため
、脱炭フェライト層の厚さが５μｍ以上となり、その結果、衝撃特性が悪かった。
【００７２】
　試験番号１８および２６は、Ｍｎ含有量が規定の範囲より低く、試験番号２４は、Ｃ含
有量が規定の範囲より低く、試験番号２９は、Ｓｉ含有量が規定の範囲より低かったため
、延性が悪かっただけでなく、９８０ＭＰａ以上の引張強度が得られなかった。試験番号
２３は、熱処理における加熱速度が低かったため、残留オーステナイトの体積率が低くな
り、その結果、延性が悪化し、さらに衝撃特性が悪かった。試験番号３１は、熱処理にお
ける保持時間が短かったため、生成する組織と引張強度が安定せず、９８０ＭＰａ以上の
引張強度が得られなかった。試験番号４０は、ベイナイトおよびマルテンサイトの体積率
が合計で９０％未満であったため、試験番号４３は、熱処理における保持温度が低かった
ため、残留オーステナイトの体積率が低くなり、その結果、延性が悪く、さらに９８０Ｍ
Ｐａ以上の引張強度が得られなかった。
【００７３】
　一方、本発明例である試験番号１、５～７、１０、１２、１５、１６、１９～２２、２
５、２７、２８、３０、３３、３５～３８、４１、４２および４５～４７は、９８０ＭＰ
ａ以上の引張強度を有するとともに、引張強度と全伸びとの積（ＴＳ×ＥＬ）の値が１６
０００ＭＰａ・％以上と延性に優れ、さらに、０℃でのシャルピー試験の衝撃値が３０Ｊ
／ｃｍ２以上と衝撃特性も良好であった。
【産業上の利用可能性】
【００７４】
　本発明によれば、例えば、自動車関連産業、エネルギー関連産業、および建築関連産業
に利用することができる。
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